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１．都市計画道路の概要 

１－１．都市計画道路とは 

都市計画道路は、都市計画法に基づき都市計画決定を経て整備を行う道路である。 

自動車や歩行者の交通機能だけでなく、防災機能の強化、道路空間を利用するライフラインの確保

などの役割も期待されている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路は、今ある道路（※現道と呼ぶ）の上に計画されているものと、道路が存在しないと

ころに計画されているものがある。 

なお、現道上に計画されている都市計画道路が廃止となった場合でも、現道は今までどおり通行可

能で、維持・管理も継続して行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交通機能 

・自動車,人などの通行 

・沿道施設へのアクセス 

市街地形成機能 

・生活基盤の充実 

・土地利用の促進 

空間機能 

・延焼防止 

・避難,救援路など 

・ライフラインの埋設 

・公共交通のルート 

・まちの緑化 

電気、ガス、水道等

■現道上に計画されている例 ■道路が存在しないところに計画されている例 

背景地図として、国土地理院-地理院タイルを利用 背景地図として、国土地理院-地理院タイルを利用
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１－２．都市計画道路の役割 

都市計画道路は、自動車交通の利用のためだけではなく、様々な機能を持っており、都市の基盤施

設として、まちづくりの方向性を決める重要な役割を担っている。 

 

 

基本的な機能 ------ 都市交通施設（人や車の円滑で安全な移動の確保） 

その他の機能 ------ 都市環境の保全（景観、憩いの空間） 

          都市防災（避難路、火災の遮断） 

          都市インフラの収容（電線類、上下水） 

          市街地の形成（整然とした街並み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市計画道路の役割 

出典：長野県 HP「街路の役割」 

 

１－３．都市計画道路の種類 

都市計画道路は、主に交通機能に着目して、「自動車専用道路」「幹線街路」「区画街路」「特殊街路」

の４種類に区分される。 

 

表 都市計画道路の種類・主な役割 

都市計画道路の種類 主な役割 

自動車専用道路 
都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車道等、専ら自動車の交通のための

道路 

幹線街路 
都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の骨格を形成する

道路 

区画街路 地区における宅地の利用のための道路 

特殊街路 専ら歩行者、自転車又は新交通等の交通のための道路 
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１－４．都市計画道路による建築制限 

都市計画道路には整備によるメリットがある一方、将来の円滑な施行のために区域内に住む方々や

地権者には建築制限※が掛かる。 

 

※ 建築制限（都市計画法第 53 条、第 54 条）について 

都市計画道路を含む都市計画施設の区域内において、建築行為をする際、下記３つの条件を全て満

たした場合に、建築が許可される。 

 

《建築できる条件》 

① ２階以下で、地下は不可。 

② 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造など 

③ 容易に移転し、又は除去できるもの 

 

 

実際に事業が開始された際に敷地の状況によっては、

道路予定地から立ち退くことを求められる場合がある

が、金銭的な補償がされる。 
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２．将来都市像と都市計画道路のあり方 

２－１．目指す都市の将来像 

（１）将来都市像 

「松本市総合計画」（令和３年８月策定）では、松本市の目指すまちの姿を「豊かさと幸せに挑み続

ける三ガク都－松本の地域特性を最大限に活かした循環型社会、一人ひとりが豊かさと幸せを実感で

きるまち－」と掲げている。 

また、「松本市都市計画マスタープラン」（令和４年３月策定）では、より積極的に「コンパクトな

市街地形成の取組み」と「松本の豊富な資源を活かした都市づくり」を推進することで、目指すべき

将来の都市像を実現することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 目指すまちの姿を実現するための将来都市像 

出典：「松本市都市計画マスタープラン（令和４年３月）」 
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（２）目指す都市構造 

将来都市像の実現に向けて、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の都市構造を基本として、

「松本市立地適正化計画」（平成２９年３月策定）で定めた中心市街地や鉄道駅周辺など、交通利便性

の高いエリアに都市機能や人口の誘導を図りつつ、利便性の高いエリアと周辺地域拠点の連携を強化

する都市構造として、「集約連携型都市構造」の実現を目指すこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 松本市における集約連携型都市構造モデル（概念図） 

出典：「松本市都市計画マスタープラン（令和４年３月）」 

  



 

6 

 

（３）骨格的道路網 

松本市は、旧松本市を中心に郊外へ広がる放射型の道路網を構成しており、中心市街地とその周辺

への通過交通の流入による自動車交通の集中が交通渋滞の一因となっている。 

このような一極集中型の道路網を是正するため、松本市の骨格的道路網は、市街地に集中する交通

を分散し、円滑な交通流動を確保する環状放射型を基本としている。 

 

表 松本市における集約連携型都市構造モデル（概念図） 

種別 路線 役割と整備方針 

まちなか幹線道路網 
役割 

中心市街地への通過交通を分散し、歩行者優先エリアへの流入を抑制する

ための幹線道路 

整備方針 中心市街地のまちづくりの方向性に整合した幹線道路の整備を推進します。 

環状 

道路 

中環状線 
役割 市街地内の移動交通を円滑に処理する幹線・補助幹線道路 

整備方針 交通円滑化等の整備方針に即した路線の整備を推進します。 

外環状線 
役割 郊外部へのアクセスや産業系土地利用を円滑に連絡する道路 

整備方針 周辺道路ネットワークを考慮した路線の整備を推進します。 

放射状

道路 

国道 19 号 
役割 隣接広域圏の連携、市街地への通過交通の分散を図る骨格的な南北道路 

整備方針 ４車線化の促進、混雑箇所の改善を促進します。 

国道 143 号 
役割 上田市方面に連絡する幹線道路 

整備方針 安全性の向上や広域的なネットワーク強化のための整備を促進します。 

国道 147 号 
役割 大町市方面に連絡する幹線道路 

整備方針 既存機能の維持のための適正な管理や長寿命化を進めます。 

国道 158 号 
役割 高山市方面に連絡する骨格的な東西道路 

整備方針 広域的なネットワーク強化のための整備を促進します。 

国道 254 号 
役割 上田市方面に連絡する幹線道路 

整備方針 既存機能の維持のための適正な管理や長寿命化を進めます。 

松本和田線 
役割 長和町方面に連絡する幹線道路 

整備方針 安全性の向上や交通円滑化のための整備を促進します。 

松本塩尻線 
役割 塩尻市方面に連絡する幹線道路 

整備方針 既存機能の維持のための適正な管理や長寿命化を進めます。 

出典：「松本市都市計画マスタープラン（令和４年３月）」 
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（４）将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「松本市都市計画マスタープラン（令和４年３月）」 
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（５）将来都市構造図（市街地エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「松本市都市計画マスタープラン（令和４年３月）」 
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２－２．内環状線構想の廃止とまちなか幹線道路網 

（１）内環状線構想の経過 

内環状線は、昭和６０年に松本市が作成した「松本市総合都市交通施設整備計画」において、

都心外郭幹線道路として構想された。 

昭和５０年代後半、松本駅周辺や国道１９号への交通が集中し、慢性的な交通渋滞を引き起

こしており、さらにこの時期、中央自動車道豊科ＩＣ（現安曇野ＩＣ）までの開通を控え、広

域交通体系に対応した施設整備の必要性が増していたため、昭和６０年１２月に「松本市総合

都市交通施設整備計画」を策定している。 

この計画では、目標年次を昭和７５年（平成１２年）に設定し、目標年次における中心部で

の商業業務区域の範囲を想定し、それを囲むように都心外郭幹線道路を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「松本市総合都市交通施設整備計画（昭和６０年１２月）」 

  

図 都心地区再編の考え方 

図 都心外郭幹線道路の設定 

図 都心地区周辺における交通流動パターン 
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「松本市総合都市交通計画」（平成１０年３月策定）では、都心外郭幹線道路を内環状線とし

て位置付け、中環状線、外環状線を含めて３環状線を形成し、中心部への交通集中の解消、円

滑な移動環境の確保を図ることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 松本市域の幹線道路網体系 

出典：「松本市総合都市交通計画（平成１０年３月）」 

  

図 松本市域の幹線道路網体系 
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（２）内環状線の整備 

内環状線は本格的に整備が始まり、西側（国道１９号）は、国が平成１６年度から直轄事業

として進めており、南側（内環状南線）は、長野県が街路事業として施工済みである。北側（内

環状北線）は、県及び市が施工済みであり、直近では、大手二丁目交差点から松本城交差点ま

での区間を「外掘大通り」として、市が令和５年に供用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 内環状線位置 
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（３）内環状線東線の検討 

西、北及び南側の整備が進む一方、東側については、想定される路線上で、縄手通り、中町

通りなどの歴史・文化を生かしたまちづくりを行っており、城下町としての街並みの保全が考

慮されていないことから、構想の決定以後、長年に渡って代替となるルートが検討され、未着

手の状態であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 内環状線位置と城下町復元図重ね図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 内環状東線ルート検討 

  

中町 通り 

内環状線構想位置 

松本城 
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内環状東線については、内環状北、南線との接続、これまでのまちづくりや土地利用との整

合性などを考慮してルートを検討してきたが、構想の位置周辺も同様にまちづくりが進められ

てきていることなどから、決定に至らなかった。 

構想の位置に存在していた(都)小池平田線及び(都)小池浅間線は、昭和３６年に都市計画決

定され、決定後６０年が経過していたことから、沿線の建築制限が長期化しており、「松本市

総合都市交通計画」（平成２３年３月策定）の中で「事業実施上の支障」がある路線として、第

１回都市計画道路の見直しの中で令和５年３月に構想位置の部分を廃止し、内環状線構想に基

づく新たな道路整備は行わないこととしている。 

 

（４）まちなか幹線道路網 

内環状線構想の前提が、松本駅を中心としたエリア内の通過交通を抑制することであったの

に対し、今後目指す中心市街地の姿は、松本城、松本駅、あがたの森を中心とするエリアに、

多様で高次の都市機能を集約し、回遊性を高めることで、利便性が高く、文化を楽しめるまち

を目指すこととしている。 

中心市街地への通過交通を分散し、歩行者優先エリアへの流入を抑制するための幹線道路網

として「まちなか幹線道路網」を位置付け、整備を進めている。 

今後は、中核的商業施設の閉店を契機とした中心市街地の再活性検討の方向性を含めて、ま

ちなか幹線道路網の強化、歩行者優先エリアへの流入を抑制するより具体的な施策が必要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 まちなか幹線道路網 

 


